
資料１ 

市川市における介護予防・フレイル予防の取り組みについて 

【介護予防事業の目的】 
高齢者が要介護状態になることの予防、または要介護状態の軽減若しくは悪化の防止が目的とし、

高齢者の「心身機能」の改善だけを目指すのではなく、「心身機能」「活動」「参加」それぞれの要素に
働きかけることにより、日常生活の活動性を高め、家庭や社会への参加を促すことで、QOL の向上を
目指すもの。 

 
【現在行っている介護予防事業について】 

介護予防・フレイル予防に関する普及啓発 

住民主体の介護予防活動の支援 

フレイルへの早期支援 

●フレイル予防講座の開催 
●リーフレット等様々な媒体を活用した周知啓発 

●「通いの場」の周知、「市川みんなで体操」の立ち上げ・継続支援 
●「通いの場」へのリハビリテーション専門職の派遣 

●アンケートに結果に応じた専門職のアウトリーチ支援 
●専門職が短期集中して関わり、本人の意欲を引き出す働きかけを 
行うことで、可能な限り自立した状態に戻す（短期集中予防サービス） 

 それぞれの事業にて 
「後期高齢者の質問票」を
活用し、高齢者のフレイル
状態のチェックを実施 


